
(R03.4.1　改正)

215,000 107,500

269,000 134,500

347,000 173,500

494,000 247,000

608,000 304,000

719,000 359,500

820,000 410,000

83,000 41,500

106,000 53,000

139,000 69,500

223,000 111,500

291,000 145,500

349,000 174,500

410,000 205,000

※一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分の床面積を除く。

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の準備について（技術的助言）」平成28年11月30日参照

認定通知書添付あり

11,000 5,500

17,000 8,500

27,000 13,500

77,000 38,500

121,000 60,500

152,000 76,000

190,000 95,000

※認定通知書とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第１項に規定する建築物エネルギー消費

　性能向上計画の同法第35条第１項の規定による認定通知書の写しをいう。

省令で定める
基準

床面積Ａ※
（㎡）

新規
（円）

計画変更、
軽微変更該当証明書

（円）

標準入力法
主要室入力法
モデル建物法

Ａ＜300

1000≦Ａ＜2000

2000≦Ａ＜5000

5000≦Ａ＜10000

10000≦Ａ＜25000

25000≦Ａ

300≦Ａ＜1000

モデル建物法

Ａ＜300

1000≦Ａ＜2000

5000≦Ａ＜10000

10000≦Ａ＜25000

2000≦Ａ＜5000

25000≦Ａ

300≦Ａ＜1000

標準入力法
主要室入力法

Ａ＜300

1000≦Ａ＜2000

2000≦Ａ＜5000

5000≦Ａ＜10000

10000≦Ａ＜25000

25000≦Ａ

300≦Ａ＜1000

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

沖縄県使用料及び手数料条例

省令で定める
基準

床面積Ａ※
（㎡）

新規
（円）

計画変更、
軽微変更該当証明書

（円）


